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としまファミリー住戸附置指導要綱 

令和６年４月１日 

（目的） 

第１条 この要綱は、豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例（平成１６年６月２８日

条例第３５号。以下「条例」という。）および豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例

施行規則（平成１６年１０月１日規則第７８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

子育て世帯をはじめ様々な世帯が生活しやすい多様性社会に応じた「としまファミリー住戸」の

附置に関する事項を定めることにより、住宅ストックバランスの改善とファミリー世帯の定住

化に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、条例に定めるもののほか、次に定めるところ

による。 

・としまファミリー住戸 

規則第３条により算出した１住戸の専用面積が５０平方メートル以上のものをいう。 

（適用範囲） 

第３条 この要綱は、区内に建築される住戸数が３０以上の中高層集合住宅建築物について適用

する。ただし、現に存する建築物の増築又は用途を変更する場合はこの限りではない。 

（としまファミリー住戸の附置戸数） 

第４条 建築主は、総戸数から２９を減じた数の５分の１に相当する数に１を加えた数以上（小

数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。）のとしまファミリー住戸を附置することと

する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、としまファミリー住戸を附置しないこと

ができる。 

（１） 中高層集合住宅建築物の敷地の過半以上が属する用途地域が商業地域である場合。 

（２） その他区長がやむを得ないと認める場合。 

（事前協議書等の届出） 

第５条 建築主は、条例第８条第１項に規定する事前協議書を届け出たときと同時に、としまフ

ァミリー住戸附置報告書（別記第１号様式）を区長に届け出て、協議しなければならない。 

２ 建築主は、前項のとしまファミリー住戸附置報告書の内容を変更しようとするときは、事項

変更届（別記第２号様式）を区長に届け出て、協議しなければならない。 
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（工事の完了の届出等） 

第６条 建築主は、中高層集合住宅建築物の工事が完了したときは、工事完了届（別記第３号様

式）を速やかに区長に届け出なければならない。 

２ 区長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした建築主の同意を得て、職員

を中高層集合住宅建築物及びその敷地へ立ち入らせ、本要綱の規定に係る適合状況について調

査させることができる。 

（適合証の交付） 

第７条 区長は、前条第２項の規定による調査により、当該調査に係る中高層集合住宅建築物が

本要綱の規定に適合していると認めるときは、当該建築主に対し、適合証（別記第４号様式）を

交付するものとする。 

（建築主に対する要請） 

第８条 区長は、本要綱に規定するとしまファミリー住戸の数が不足又は一住戸も附置されてい

ない場合は、建築主に対し、必要な措置を講じるよう要請を行うことができる。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に建築担当部長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 



届出者（建築主）

１． 代 理 者

住 所 氏 名

２． 設 計 者

住 所 氏 名

３． 敷 地 豊島区

地 名 地 番

５． 用途地域及
び地域地区

６． 建物の概要

地上 階

７． そ の 他
必 要 事 項

係 長 係 終了 備考

番号

受付

番号

終了

受付

番号

受付

確認済

番号

階／地下

総戸数 戸
〔内、としまファミリー住戸 　　戸〕

〔内、ワンルーム住戸 　　　戸〕

階 数

分 譲 ・ 賃 貸

区長が認める管理業務

ｍ

高 さ

別記第１号様式（第５条第１項関係）

   　　電話

   　　電話

敷 地 面 積 延 べ 面 積

（法人にあっては、その事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）

住　　　所

としまファミリー住戸附置指導要綱第５条第１項の規定により、協議します。

年　　　　月　　　　日　　　　

管 理 体 制

建 築 面 積

㎡

事　前　協　議　書　（ と し ま フ ァ ミ リ ー 住 戸 附 置 報 告 書 ）

決
裁
欄

豊島区長

㎡ ㎡

氏　　　名

電話番号　　　　（　　　　　　）　　

構 造

４．建物名称

受
付
欄

建築
確認

巡回 ・ 駐在（ ）時間

確認受付可能日

電波
障害

事前
協議

標識
設置

下欄は、記入しないで下さい。



別記第２号様式（第５条第２項関係）

 年 月 日

としまファミリー住戸附置指導要綱第５条第２項に基づく

事項変更届

豊 島 区 長

届出者（建築主）

住所                     

                    氏名                     

電話   （    ）            

代 理 者

住 所 氏 名   電話

設 計 者

住 所 氏 名   電話

敷 地

地 名 地 番
豊島区      丁目   番   号

建物

名称

協 議 済

年月日番号
  年  月  日       第      号

変

更

内

容

敷 地

地 名 地番

変 更 前

変 更 後

面 積 関係

敷 地 面 積 建 築 面 積 延 べ 面 積

変 更 前 ㎡ ㎡ ㎡

変 更 後 ㎡ ㎡ ㎡

そ の 他

課 長 係 長 係 員



別記第３号様式（第６条第１項関係）

工 事 完 了 届

  年  月  日

豊島区長  

             届出者（建築主） 住所                 

                        氏名                 

下記建築物の工事が完了したので、としまファミリー住戸附置指導要綱第６条第１項の規定に

より、届け出ます。

１．敷地 地名地番 豊島区        

２．工 事 種 別

３．建 築 物 の 概 要

敷 地 面 積 建 築 面 積 延 べ 面 積 構 造

㎡ ㎡ ㎡

階 数 高 さ 管 理 体 制

地上  ／地下 ｍ

戸数 総戸数  戸(としまファミリー住戸 戸)(ワンルーム住戸  戸)
４．事前協議済年月日番号    年   月   日   第        号

５．建築確認年月日番号    年   月   日   第        号

６．工 事 期 間    年   月   日 ～      年   月   日

７．管理会社住所氏名

電話

８．建築物の正式名称

＊印のある欄には記入しないでください。

＊ 受  付  欄 ＊ 適 合 証 欄 ＊

決

裁

欄

課 長 係 長 係

     年   月  日

第       号

係員           



別記第４様式（第７条関係）

適  合  証

第        号

  年  月  日

建築主  

                    豊島区長       印

下記に係る工事は、としまファミリー住戸附置指導要綱第４条の規定に適合していると

認められるため、としまファミリー住戸附置指導要綱第７条の規定に基づき、適合証を交

付します。

１ 事前協議済通知年月日及び番号       年  月  日  第   号

２ 敷 地 の 地 名 地 番   

３ 建 築 物 の 概 要  敷地面積 

                建築面積 

                延べ面積  

                構  造 

                高  さ 

                階  数  

                管理体制 

                総住戸数  

               （としまファミリー住戸数     ） 

４ 検 査 年 月 日      年  月  日 

５ 検 査 員 職 氏 名 


